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植木　岳雪

はじめに

学校は雑草との戦いである。グラウ
ンド・テニスコート，花壇・植栽・芝
地，実習圃場，ビオトープ，歩道・駐
車場，周囲の斜面・側溝脇，フェン
ス・生垣など，どこもすぐに雑草だら
けになる（図 -1）。教職員や子ども達
は頻繁に草取りを行わなくてはならな
いし，しばしば PTA 活動として保護
者による草取り・草刈りが行われてい
る。しかも，保護者からクレームが来
るので，除草剤を使うことができず，
雑草の防除を手作業で行わざるを得な
いことが大きな負担となっている。そ
の一方で，サクラの木につく毛虫に殺
虫剤を使うことには，教職員も保護者
も抵抗がないようである。このように，
学校における雑草のイメージは大変悪
く，邪魔で排除すべきものとみなされ
ている（岩瀬　1996，2004）。

雑草は人為的な撹乱環境で人間活動
と関わって進化した植物であり，ど
この学校でも，いつでも見られる最
も身近な植物である。そのため，幼
稚園から大学まで，さまざまな教科・
科目等の教材として使うことができ
る。小・中学校における自然の植物を
使った観察学習の実施率は，1980 年
代から 2000 年代にかけて 18% から
63 ～ 64 % に高くなった（岡田・菅
井　1985；藤吉ら　2008）。それは，
1985 年以降の「生活科」と「総合的
な学習の時間」の導入によるとされて
いる（藤吉ら 2008）。しかし，藤吉

ら（2008）では，アンケートの回収
率が 24 ～ 29% と低く，アンケート
を回収できなかった学校では観察学習
が行われていない可能性が高いため，
実際の観察学習の実施率はもっと低い
と思われる。一方，学校内の自然の植
物を使った観察学習を行う際の主な問
題点として，植物の名前がわからない
こと，適当な手引書や教育指導プログ
ラムがないこと，教材として使う植物
を適時入手できないこと，場所の確
保・管理が難しいことが挙げられ，そ
れらは 20 年以上経ってもほとんど解
決されなかった（岡田・菅井 1985；
藤吉ら 2008）。小・中学校の教員を
目指す大学生は，小学校生活科・理科
の教科書・指導書に掲載されている植
物のうち，園芸植物や食用植物はある
程度知っていたが，雑草はほとんど知
らなかった（松森ら　2009；斎藤ら　
2011）。雑草観察の授業に使える入門
書（岩瀬ら 2015，2021；岩瀬・飯
島 2016）も出版されているが，それ
らは内容が豊富であるために，野外観
察の経験の少ない教員を戸惑わせ，か

えって雑草の教材化に踏み切れなくさ
せている可能性がある（篠山 2012）。

このように，雑草の教材化には多く
の課題が残されていることを踏まえ
て，2019（平成 31）年 8 月に学校教
員を対象にした雑草をテーマにした教
員免許状更新講習を開催し，受講者か
ら高い評価を得た。本報告ではその講
習の概要を紹介し，雑草に関する知識
を普及啓発するためには，教員免許状
更新講習が有効であることを示唆す
る。なお，講習の詳細について植木・
村岡（2020）を参照してほしい。

1．学校教育における雑草
の取り扱い

学習指導要領は，全国で一定の水準
の教育を受けられるように，文部科学
省によって定められた各学校で教育課
程（カリキュラム）を編成する際の基
準である。学習指導要領では，小・中・
高等学校等の学校種ごとに，各教科・
科目等の目標や大まかな教育内容が示
されている。

雑草をテーマにした教員免許状更新講習
ー雑草の教材化と普及啓発のためにー

図 -1　帝京科学大学における雑草の繁茂した様子
A，植栽；B，歩道；C，フェンス
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幼稚園では，幼稚園教育要領が学習
指導要領に相当するものである。幼稚
園教育要領および小・中・高等学校の
学習指導要領と教科書において，雑草
を含む野生植物は以下のように取り扱
われている。

幼稚園では，領域「表現」の中で，「豊
かな感性を養う際に，風の音や雨の音，
身近にある草や花の形や色など自然の
中にある音，形，色などに気付くよう
にすること」とされている（文部科
学省　2018a）。小学校では，第 1・2

学年生活科の中で，「身近な自然を観
察したり・・・自然の様子や四季の変
化，季節によって生活の様子が変わる
ことに気付くとともに，それらを取り
入れ自分の生活を楽しくできるように
する」ために「草」が例示されている

（文部科学省　2017a）。また，町を探
検する活動で「草，花，虫，林，川な
どの自然に目を向ける」とされている。
第 3 学年理科の中で，「身の回りに見
られる様々な生物の色，形，大きさな
どに着目して・・・身の回りの生物の

特徴を調べる」，「多様な環境の下で生
きている様々な生物について・・・生
物が生息している様子を調べる」ため
に，「校庭などの身近な場所に生育す
る野草として，例えばキク科などの植
物」を扱うとされており（文部科学省　
2017b），教科書では多くの雑草が紹
介されている（図 -2）。

中学校では，理科の第 2 分野で，「校
庭や学校周辺の生物の観察を行い，い
ろいろな生物が様々な場所で生活して
いることを見いだして理解する」こ
と，「身近な植物の外部形態の観察を
行い・・・植物が分類できることを見
いだして理解すること」とされており

（文部科学省　2017c），教科書では多
くの雑草が紹介されている。高等学校
では，理科の生物基礎で，「植生の遷
移に関する資料に基づいて，遷移の要
因を見いだして理解すること」，「生態
系と生物の多様性に関する観察，実
験などを行い，生態系における生物
の種多様性を見いだして理解するこ
と・・・生態系の保全の重要性を認識
すること」とされており（文部科学省 
2018b），教科書では先駆種や外来種
として雑草が紹介されている。

小・中・高等学校の教科書で取り扱
われる植物は，かなり前から鑑賞や食
用のための栽培植物や樹木がほとんど
であり，雑草を含む野生植物は少な
い（木俣 1996）。しかも，2008（平
成 20）年の学習指導要領の改訂によっ
て，それ以前の教科書に載っていた雑
草を含む野生植物が大幅に削られた。
その原因は，栽培植物は入手しやす

図 -2　小学校第 3学年理科教科書における雑草の記述の例（霜田ら　2021）
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く，結果がわかりやすいのに対して，
野生植物はさまざまな自然・人為環境
で共通に利用できる種を取り上げるこ
とが難しいためとされている（上赤 
2010）。学習指導要領や教科書では，

「身近な植物」，「草」，「野草」という
用語が用いられているが，「雑草」は
用いられていない。雑草は，子どもの
足元のフィールドである校庭に必ず生
えてくるものであり，「自然に根ざし
た学習」のために最も身近な教材であ
るが，このように学校教育における雑
草の取り扱いは非常に低いのが現状で
ある。

2．教員免許状更新講習の
概要

2009（平成 21）年 4 月から教員免
許更新制が導入され，常勤・非常勤に
かかわらず，幼稚園，小・中・高等学
校の教諭，実習助手，学校栄養職員，
養護職員等の全ての教員は，10 年ご
とに教員免許状更新講習を受講するこ
とになった。必修領域の講習を 6 時
間以上，選択必修領域の講習を 6 時
間以上，選択領域の講習を 18 時間以
上，合計 30 時間以上の受講が必要で
ある。大学等，教育委員会，公益法人
などが講習を開設でき，一般に学校の
長期休業期間中や休日に対面型講習が
行われるが，最近は新型コロナウイル
ス感染症のためにオンライン型講習も
増えている。今回の雑草をテーマにし
た講習は，選択領域の講習に含まれる。

3．雑草をテーマにした講習
の概要

2019（平成 31）年 8 月 3 日（土）
に，千葉県銚子市の千葉科学大学にお
いて，雑草をテーマにした教員免許状
更新講習「雑草探検隊」を開催した。
著者と日本植物調節剤研究協会の村岡
氏は小学校の PTA 活動を通して面識
があり，著者から村岡氏に働きかけて，
共同で講習を行うことになった。講習
の受講者は全部で 28 名であり，幼稚
園から高等学校，特別支援学校までの
学校種にまたがっていた。そのため，
受講者の生物学の知識や雑草との日常
的な関わりには大きな差があったが，
受講上の問題は特になかった。

講習全体の流れは以下の通りであ
る。事前に，受講者に身近な雑草の押
し葉を作ってもらった。当日の午前中
は，受講者に持参した押し葉を使っ
て，腊葉標本を作成してもらった（図
-3A）。そして，村岡氏による雑草一般
の講義を行った後に，大学の構内で雑
草の形態や生態を観察し，複数の雑草
を採取してもらった（図 -3B）。午後は，
図鑑やハンドブックを用いて，受講者
に午前中に採取した雑草を同定しても
らった（図 -3C）。そして，村岡氏によ
る雑草防除の講義を行った後に，講習
で得たことをイラストで表現し，実技
試験として全体に向けてプレゼンテー
ションしてもらった（図 -3D）。受講者
が描いたイラストの例を図 -4 に示す。

講習の最後に，アンケート調査を
行った結果，受講者は講習全体につい
て大いに満足し，良かった点として体
験活動やフィールドワークを挙げた。
また，雑草の見方が変わったこと，雑
草への愛着がわいたこと，雑草防除の
方法がわかったことなどにより，今後
の学校の授業に役立つとした。講習の
3 ヶ月後に，受講者への追跡アンケー
ト調査を行った結果，受講者の 30％
強が講習後に雑草について何らかの活
動を行ったことがわかった。企業研修
における事後の実践の割合と比較する
と，今回の講習を事後に活用した割合
は相当高いと言える。特に，「草刈り
の時に成長点のあたりで刈るようにし
た」，「除草剤に理解が得られ，有効に
使うことができた」のように，雑草防
除の理解や除草剤の効率的な使用がな
されたことは，今後の講習の指針にな
ると思われる。

4．今後に向けて

教員免許更新講習については，一般
に，学校教員と大学等の講師の双方が

A B

C D 図 -3　教員免許状更新講習「雑草探検隊」における受講者の様子
A，腊葉標本の作成；B，野外での雑草の観察；C，雑草の同定；D，プレゼンテーション

A B

C D

図 -4　受講者が描いたイラストの例



16516　植調　Vol.55, No.5　(2021)

く，結果がわかりやすいのに対して，
野生植物はさまざまな自然・人為環境
で共通に利用できる種を取り上げるこ
とが難しいためとされている（上赤 
2010）。学習指導要領や教科書では，

「身近な植物」，「草」，「野草」という
用語が用いられているが，「雑草」は
用いられていない。雑草は，子どもの
足元のフィールドである校庭に必ず生
えてくるものであり，「自然に根ざし
た学習」のために最も身近な教材であ
るが，このように学校教育における雑
草の取り扱いは非常に低いのが現状で
ある。

2．教員免許状更新講習の
概要

2009（平成 21）年 4 月から教員免
許更新制が導入され，常勤・非常勤に
かかわらず，幼稚園，小・中・高等学
校の教諭，実習助手，学校栄養職員，
養護職員等の全ての教員は，10 年ご
とに教員免許状更新講習を受講するこ
とになった。必修領域の講習を 6 時
間以上，選択必修領域の講習を 6 時
間以上，選択領域の講習を 18 時間以
上，合計 30 時間以上の受講が必要で
ある。大学等，教育委員会，公益法人
などが講習を開設でき，一般に学校の
長期休業期間中や休日に対面型講習が
行われるが，最近は新型コロナウイル
ス感染症のためにオンライン型講習も
増えている。今回の雑草をテーマにし
た講習は，選択領域の講習に含まれる。

3．雑草をテーマにした講習
の概要

2019（平成 31）年 8 月 3 日（土）
に，千葉県銚子市の千葉科学大学にお
いて，雑草をテーマにした教員免許状
更新講習「雑草探検隊」を開催した。
著者と日本植物調節剤研究協会の村岡
氏は小学校の PTA 活動を通して面識
があり，著者から村岡氏に働きかけて，
共同で講習を行うことになった。講習
の受講者は全部で 28 名であり，幼稚
園から高等学校，特別支援学校までの
学校種にまたがっていた。そのため，
受講者の生物学の知識や雑草との日常
的な関わりには大きな差があったが，
受講上の問題は特になかった。

講習全体の流れは以下の通りであ
る。事前に，受講者に身近な雑草の押
し葉を作ってもらった。当日の午前中
は，受講者に持参した押し葉を使っ
て，腊葉標本を作成してもらった（図
-3A）。そして，村岡氏による雑草一般
の講義を行った後に，大学の構内で雑
草の形態や生態を観察し，複数の雑草
を採取してもらった（図 -3B）。午後は，
図鑑やハンドブックを用いて，受講者
に午前中に採取した雑草を同定しても
らった（図 -3C）。そして，村岡氏によ
る雑草防除の講義を行った後に，講習
で得たことをイラストで表現し，実技
試験として全体に向けてプレゼンテー
ションしてもらった（図 -3D）。受講者
が描いたイラストの例を図 -4 に示す。

講習の最後に，アンケート調査を
行った結果，受講者は講習全体につい
て大いに満足し，良かった点として体
験活動やフィールドワークを挙げた。
また，雑草の見方が変わったこと，雑
草への愛着がわいたこと，雑草防除の
方法がわかったことなどにより，今後
の学校の授業に役立つとした。講習の
3 ヶ月後に，受講者への追跡アンケー
ト調査を行った結果，受講者の 30％
強が講習後に雑草について何らかの活
動を行ったことがわかった。企業研修
における事後の実践の割合と比較する
と，今回の講習を事後に活用した割合
は相当高いと言える。特に，「草刈り
の時に成長点のあたりで刈るようにし
た」，「除草剤に理解が得られ，有効に
使うことができた」のように，雑草防
除の理解や除草剤の効率的な使用がな
されたことは，今後の講習の指針にな
ると思われる。

4．今後に向けて

教員免許更新講習については，一般
に，学校教員と大学等の講師の双方が

A B

C D 図 -3　教員免許状更新講習「雑草探検隊」における受講者の様子
A，腊葉標本の作成；B，野外での雑草の観察；C，雑草の同定；D，プレゼンテーション

A B

C D

図 -4　受講者が描いたイラストの例
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大きな負担を感じており，最近は変更
や廃止も検討されている。しかし，雑
草をテーマにした教員免許状更新講習
は，学校で雑草を教材として活用して
もらうために有効な方法である。学校
教員の多くは，雑草について自主的に
学ぶ機会はほとんどなく，自発的に学
ぶ意欲も乏しいと思われる。そこで，
10 年ごとに受講しなくてはならない
教員免許状更新講習に雑草をテーマと
して取り込めば，特に雑草に興味関心
がなくても，たまたまその講習を受講
した一定数の学校教員が，雑草につい
て学ぶことになる。そこで，授業や
特別活動で使える雑草の簡単な調べ方
や教え方を示せば，学校教員に雑草を
教材として活用してもらうことができ
る。一方，雑草をテーマにした教員免
許状更新講習は，雑草に関する知識を
普及啓発するためにも有効な方法であ
る。講習を受けた 1 人の学校教員が
クラスや部活動の子どもたちに雑草の
ことを伝え，さらに子どもたちが保護
者に伝えることができる。そうして，
多くの人の雑草への理解と興味・関心
を高め，雑草に関する知識を広く普及
啓発することになる。

教員免許更新講習は，大学等だけで
なく，公益法人も開設することができ
る。2021（令和 3）年には，東京都

で専門学会や企業・教育・スポーツ・
文化芸術・宗教などの 30 団体が講習
を開設している。雑草の普及啓発を進
めるために，今後，雑草を専門とする
研究者が自身の大学等で講習を企画す
るとともに，日本雑草学会や日本植物
調節剤研究協会にもぜひ講習を開設し
てもらいたいと思う。
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